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賃金の口座振込み等については、平成 19 年 

9 月 30 日（基発 0930001 号）にて次の内容 

が定められています。 

１．口座振込み等は、書面による労働者の申出 

または同意により開始し、書面には口座振込 

みをする賃金範囲・金額と口座番号等・ 

開始時期を記載すること 

２．従業員の過半数労働組合または従業員の過半 

数を代表する者と次について協定を締結すること 

 （1）口座振込み等の対象労働者の範囲 

 （2）口座振込み等の対象となる賃金の範囲・金額 

（3）取扱い金融機関等の範囲 

（4）口座振込み等の実施開始時期 

第 2・第 4 火曜日発刊 
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東京都千代田区神田司町 2丁目 4-2小山ビル 5F 

電話：03-3526-4277   FAX：03-3526-4276 

担当：津坂 

今回のあおぞらレターでは、いつもと違う賃金の支払い方法を希望する労働者への対応について、労働基準法で 

定められている「通貨払いの原則」から考えてみたいと思います。 

その他の詳細やご不明な点は弊所担当までお問い合わせください。TEL．03-3526-4277 

●今回のように通常と支払方法を変える場合には、労働者に書面を提出させ、また、 

予め締結した労使協定の内容に問題ないか確認しましょう。 

●振込み口座に関しては労働者に書面を提出させている企業が多いとは思われます 

が、労使協定と合わせてこの機会に実務上の手続きをしっかり確認しましょう。 

平成 26 年７月１４日付 

労働新聞より 

「賃金の支払いの５原則」とは？ 

(1) 通貨で支払うこと 

(2) 直接本人に支払うこと 

(3) 全額を支払うこと 

(4) 毎月支払うこと（給与のみ） 

(5) 一定期日で支払うこと（給与のみ） 

賃金の支払いには、労働基準法で定めた 

次の 5 原則があります。 

「通貨払いの原則」について 

上記の（1）通貨払いの原則 については、 

次のような例外が認められています。 

(例外) 

○労働協約に定めて現物を給付 

○労働者の同意を得て、金融機関の 

預金口等へ振込み 

 


